
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農林水産省「米榖の受給及び価格の安定に関する基本指針」） 
 

・ 主食用米の全国ベースの需要量は，一貫して減少傾向にあり，令

和３年産の需要実績（速報値）は，７０２万トン（前年比▲２万ト

ン）となりました。 

・ また，令和４年７月末の主食用米の民間在庫量は，１４２万トン

（前年比＋３万トン）となっており，昨年同様の高い水準が継続

しています。 

・ 令和４年産の主食用米につきましては，農業者の皆様のご協力

により，大幅な作付転換を行ったところですが，引き続き，非主食

用米等への作付転換を図るなど，集荷事業者と相談の上，次年度

の営農計画の検討をお願いします。 

 

非主食用米等への作付転換を図るなど 

需要に応じた米づくりに取り組みましょう！ 
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【問い合わせ】 

宇都宮市農業再生協議会事務局 

（宇都宮市経済部農林生産流通課内） 

ＴＥＬ：０２８（６３２）２４５８ 
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近年，自然災害により，農作物や農業用施設に大きな被害が発生す

るケースが増えています。 

今後も，秋の台風や冬の降雪などが想定されますので，日頃から気

象情報の確認を行うとともに，被害防止のため，生産施設の補強や水

路の清掃などを行い自然災害に備えましょう。 

 

 
 

自然災害により作物等に被害を受けた場合には，収量減による収

入の減少や，農業施設や機械の復旧などの費用負担が生じることが

想定されます。 

必要に応じて，自然災害のほか，新型コロナウイルスの影響などに

より減少した収入を補填する収入保険制度や，被害復旧のための補

償を行う農業共済などの保険制度に加入し，万一の被害に備えまし

ょう。 

※ 令和５年度の収入保険の加入申請期限は，１１月３０日です。 

 

 

 

 

 

【収入保険制度，農業共済についての問い合わせ】 

栃木県農業共済組合河宇支所 ＴＥＬ６６０－７３００  

台風などの自然災害に備えましょう 

収入保険制度等への加入について 

収入保険制度の詳細は，左のＱＲコード 

からご確認ください。 
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国において，令和４年度以降，５年間で⼀度も⽔稲が作付されない農地は，⽔⽥活⽤の
直接⽀払交付⾦の対象から除外する⽅針が⽰されております。 

露地野菜等への作付転換等の⼀助として活⽤をご検討ください。 
  

○ こんな場合に有効です 
・ 今後，⽔稲作付の⾒込みのない耕作農地があり，有効活⽤したい。 
・ 露地野菜などの園芸作物の⽣産を拡⼤したい，⼜は新たに始めたい。 

 
○ 水田農業高収益化推進助成の概要 

    本助成の対象農地を国の⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦（戦略作物助成，産地交付 
⾦）の交付対象外農地とし，以降５年以上継続して野菜等の⽔稲以外の販売⽤作 
物を作付する「畑地化」の取組⾯積に交付⾦が交付されます。 
（施設園芸作物や果樹も対象となります。） 

  
≪高収益作物（※１）による畑地化の取組への交付⾦≫ 

   ・ 高収益作物畑地化⽀援  175,000 円／10ａ（１回限り） （※２） 
   ・ 高収益作物定着促進⽀援  20,000 円／10ａ（５年間交付）（※３） 

  ※１ 県が策定する「⽔⽥農業高収益化推進計画」等に位置付けられた作物 
※２ 令和５年度までの時限単価  ※３ 加⼯・業務⽤の場合 30,000 円／10ａ 

 
≪高収益作物以外による畑地化の取組への交付⾦≫ 

  ・ 畑地化⽀援       105,000 円／10ａ（１回限り） 
 
 

【取組例】認定農業者が高収益作物（加⼯⽤）で畑地化を⾏った場合 

令和４年度 作付  令和５年度 作付 

 主食⽤米 
50ａ 

  ⇒    

 
交付⾦（⼩⻨ 50a） 

令和４年度交付⾦   372,500 円 
（⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦ 等） 

⇒ ５年間の交付⾦合計（上記含む） 
        1,862,500 円 

 
 
交付⾦（加⼯⽤ねぎ１ｈａ） 

令和５年度交付⾦ 2,370,000 円 
 （高収益作物畑地化⽀援 等） 
⇒ ５年間の交付⾦合計（上記含む） 

3,954,000円 
 
 
・ 本交付⾦は，市や県などの機械導⼊等の助成と併⽤することができます。 
・ 交付⾦の取組は，市農業再⽣協議会における事前の計画策定が必要となります。 
・ 交付⾦を希望される⽅は，速やかに事務局までご相談ください。 

宇都宮市農業再生協議会事務局 ＴＥＬ 028-632-2458 

加⼯⽤ ね ぎ 
１ｈａ 

⼩ ⻨ 
50ａ 

水田の畑地化の取組に対する交付⾦のご案内 
（⽔⽥農業高収益化推進助成） 

令和５年度に向けた 
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≪参考≫ 

○ 「畑地化の取組」（主な要件） 
 
① ⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦（戦略作物助成等）の交付対象から除外すること 
② 上記①を⾏った農地で，以降５年以上継続して野菜等の販売⽤作物を作付すること 
③ 対象農地は，前年度に主食⽤⼜は戦略作物，産地交付⾦の交付対象作物が作付けら

れた農地であり，おおむね団地化された畑地を形成すること 
 
 
○ 取組例交付⾦積算内訳 

 
【取組例】認定農業者が高収益作物（加⼯⽤）で畑地化を⾏った場合 

令和４年度 作付  令和５年度 作付 

 
主食⽤米 

50ａ 
 

 ⇒  
 

 

交付⾦（⼩⻨ 50a） 
・戦 略 作 物 助 成   175,000 円 
・畑作物の直接⽀払交付⾦ 

174,460 円 
・産 地 交 付 ⾦    9,000 円 
・市再⽣協交付⾦    14,040 円 

令和４年度交付⾦  372,500 円 
⇒ ５年間の交付⾦合計（上記含む） 

           1,862,500 円 

 交付⾦（加⼯⽤ねぎ１ｈａ） 
・高収益作物畑地化⽀援(１回限り） 

1,750,000 円 
・高収益作物定着促進⽀援(５年間) 

           300,000 円 
・産 地 交 付 ⾦   320,000 円 

令和５年度交付⾦ 2,370,000 円 
⇒ ５年間の交付⾦合計（上記含む） 

3,954,000 円 
    ※ 作付等の状況により交付⾦額は上記と異なる場合があります。 
 

加工用 ね ぎ 

１ｈａ 

小 麦 
50ａ 

※ 注意事項 
 ・ この助成を活⽤し，畑地化した農地については，水田活⽤の直接⽀払交付⾦の

交付対象水田に戻すことができなくなります。 
 ・ この資料の内容は，令和４年度のものです。令和５年度の助成内容は変更の可

能性がありますので，ご了承ください。 
 ・ 交付⾦に該当するかどうかや，交付⾦額については，作付の状況等により異な

りますので，個別にご相談ください。 
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営農計画書の氏名の確認をお願いします 

【問い合わせ】宇都宮市農業再生協議会事務局 ＴＥＬ：０２８－６３２－２４５８ 

・ 「老齢」，「経営移譲」，「死亡」等の理由により，営農計画書（水田台帳）の世帯責任者が

変更となる場合，名義変更のための書類を提出いただく必要があります。 

 

・ 令和４年度営農計画書（確認用）について，世帯責任者が変更となる場合は，必要書類を

お送りいたしますので，下記の事務局まで御連絡ください。（変更がない場合は手続不要） 

 

≪提出書類（サンプル）≫ 

≪営農計画書（抜粋）≫ 

氏名に変更が 

ないか確認を 

お願いします。 
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≪ホームページをご確認ください≫ 
 

 宇都宮市農業再生協議会のホームページでは，

農業者の皆様にお知らせする事業や経営所得安

定対策のほか，国の新規事業，緊急対策等につい

て，随時，情報を掲載しています。 

是非，確認をお願いします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

宇都宮市農業再生協議会の 

ホームページのご案内 

【宇都宮市農業再生協議会ホームページ】 

 早速，確認してみてくださいね♪ 

宇都宮市農業再生協議会 検索 
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農 業 者 の 皆 様 へ
～「人・農地プラン」のご案内～

◆ ⾃分は，あと何年農業を続けていけるかな

◆ この先，耕作をやめてしまう仲間が増えていきそうだな

◆ いざという時，だれか農地を引き受けてくれる人はいるのかな

５年後，10年後の⾃⾝の農地を

「だれが」「どうやって守っていく

のか」を話し合っていきましょう。

宇都宮市、宇都宮市農業委員会、ＪＡうつのみや、宇都宮市農業公社
問い合わせ先︓028-632-2473（宇都宮市農業企画課）
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◆「実質化された人・農地プラン」とは？

②地区毎にアンケー
ト調査を実施し，年
齢階層別や後継者の
有無を地図化

③地図を基に各地区
で徹底した話し合い
を行い，地区の将来
方針を決定

①策定区域の細分化
（６地区⇒２１地区）

①

◆「実質化された人・農地プラン」登載のメリット

①地区を対象とする支援（国庫補助）

・強い農業づくり総合支援交付金（旧強い農業・担い手づくり総合支援交付金）
（産地基幹施設等支援タイプ）

・機構集積協力金のうち地域集積協力金・集約化奨励金，農地整備・集約協力金 等

②地区の中心経営体を対象とする支援（国庫補助）

・農地利用効率化等支援交付金（旧強い農業・担い手づくり総合支援交付金）
（融資主体支援タイプ・先進的農業経営確立支援タイプ）

・新規就農者育成総合対策支援事業（経営開始資金・経営発展支援事業）

・スーパーL資金金利負担軽減措置 等

「実質化された人・農地プラン」への登載にあたっては，登載区分が２つあります。

１．中心経営体 ⇒ 積極的に所得向上や規模拡大を図りながら営農していく意向

のある方が対象 ※国の様々な支援の対象となります。

◆「実質化された人・農地プラン」への登載について

２．守り手・支え手 ⇒ 「自作地」や「担い手が借り受けない農地」などへの作付け，

管理を行い，地域内の農地や農村環境の維持に取り組む意向の

ある方が対象

③守り手・支え手を対象とする支援（市単独）
・農地の守り手・支え手確保育成支援事業 ※個人を対象
⇒景観形成作物又は地力増進作物を作付けした場合，交付金を交付

・農地の守り手・支え手農業機械導入支援事業 ※団体を対象
⇒農地及び農村環境整備に必要な乗用型農業機械，装着作業機械の導入費用を補助

昨年に引き続き，地域主体で話し合いを行い，「実質化された人・農地プラン」の実現に向け

て取り組んでいきましょう！！

◆「実質化された人・農地プラン」の実現に向けて

◎ 地域主体の話し合いの主な内容（令和４年度）

・工程表に基づく，地域課題の解決に向けた話し合い

・「実質化された人・農地プラン」登載者及び方針等の見直し

※農業者の皆様の協力が必要となりますので，話し合いへ積極的に参加をお願いします！！

※地域の話し合いは年２回（８月、２月頃）開催される予定ですが，地区により開催時期が異

なりますので，詳しくは市又は農業委員・農地利用最適化推進委員にお問い合わせください。

話し合いに積極的
に参加しよう︕︕

① ②

③ ④
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◆ 宇都宮市では，後継者がいないベテラン農家の経営資産（施設や技術）を，
意欲ある新規就農者等に継承するための支援を行っています。

果 樹

畜 産

施設園芸

◆ あなたの農業経営を次世代につなぐお手伝いをします。

【対象者】

・ 果樹，施設園芸，畜産の営農類型で後継者がいない方

・ ２年～５年以内に離農を考えている方

【主な支援】

・ 継承に向けた経営資産の整理・評価

・ 継承までのスケジュール作成

・ 継承のための覚書等の書類作成

◆ 就農希望者に離農予定の経営体とのマッチングを行います。

【対象者】

・ 果樹，施設園芸，畜産で営農を希望する方

【主な支援】

・ 技術習得のための研修等の実施

・ 円滑な就農に向けての認定制度や各種補助金等の活用

・ 継承までのスケジュール作成

・ 継承のための覚書等の書類作成

【問い合わせ先】
宇都宮市経済部農業企画課
担い手・農地調整G
TEL：028-632-2473
mail：u2325@city.utsunomiya.tochigi.jp

【協力機関】
・ ＪＡうつのみや
・ 栃木県河内農業振興事務所
・ （公財） 宇都宮市農業公社
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◆経営継承
⇒ 経営継承後も定期的にフォローアップ

◎市，県，JA，市公社の各関係機関が連携し，
経営確立まで継承希望者のフォローアップを実施
・技術的な指導・助言
・各種補助金の案内・活用 など

事 業 イ メ ー ジ

離農予定者 Ａさん（７３歳） 施設園芸
・３年以内に離農を検討
・研修生の受け入れ可
・継承資産（機械や施設等）は無償譲渡や賃貸借を希望
・継承先は個人・法人問わない

継承希望者 Ｂさん（３８歳） 施設園芸希望
・２～３年以内に就農を検討
・農業経験はほとんど無し
・しっかりとした研修を希望
・先輩農家の経営資産の活用意向あり
・継承の方法は賃貸借を希望

モデルケース

◆顔合せ、共同作業
⇒ 条件の合う相手方を提案

◎関係機関（市，ＪＡ，県，市公社）が仲介
し，両者の顔合せを実施

◎顔合せ後，１週間～２週間程度の共同
作業を実施

顔合せ

互いの相性や
適性を確認

◆マッチング，資産整理，研修
⇒ 継承に至るまで関係機関がサポート

Ａさん

Ｂさん

◆対象者の基本情報の登録
⇒ 市のデータベースに登録

・年齢，圃場所在地
・経営規模・内容
・所有する機械・施設
・希望する移譲方法 など

・年齢
・農業経験・知識
・希望就農地
・希望する作目
・希望する継承方法

上記の情報を市のデータベースへ登録

【支援内容】
・継承に向けたスケジュール作成
・研修計画の作成
⇒Ａさんの下で研修の実施
・認定新規就農者の取得
・各種補助金の案内・活用
・各種契約書の作成ＢさんＡさん

【支援内容】
・移譲までのスケジュール作成
・専門家による資産整理
⇒継承する資産の整理
⇒賃借料の提案

※その他、適宜，必要な支援を実施します。

契約内容や継承する資産など
双方合意した上で 経営確立を目指し，

一緒に頑張ろう！！
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